
 

契約管財局要望等検討委員会設置要綱 

 

制  定 平成19年４月１日 

最近改正 令和５年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則（平成 18年

規則第 181 号。以下「規則」という。）第 14 条の規定に基づき、契約管財局要望等検討

委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関する事項その他必要な事項を定め

るものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。 

(1) 要望等が不正要望等であるかの判断に関すること 

(2) 対応方針等の妥当性に関すること 

(3) 公表の除外の判断に関すること 

(4) 前各号のほか、委員長が必要と認める事項 

 

（組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は、契約管財局長をもって充てる。 

３ 副委員長は、契約部長をもって充てる。 

４ 委員は、契約管財局の部長（契約部長を除く。）及び担当部長並びに契約管財局の各部

を総括する課長及び総務担当課長をもって充てる。 

  

（委員長等の職務） 

第５条 委員長は、委員会の事務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が随時関係委員を招集して行う。 

２ 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うこ

とができる。 



３ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、契約部制度課（総務グループ）において処理する。 

 

（実施の細目） 

第８条 この要綱の実施について必要な事項は、委員長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


